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〓お知らせ〓 

 

 

 

平成２７年５月１１日（月）から２０日（水）までの１０日間「春の全国交通安全運動」が実施

されます。つきましては、各事業所におかれましても交通事故防止の徹底が図られますようご協力

をお願いいたします。 

 

〔期間〕 

平成２７年５月１１日（月）～２０日（水） 

＜交通事故死ゼロを目指す日 平成２７年５月２０日（水）＞ 

 

〔運動のスローガン〕 

  心地好い 交通マナーが 照らす未来（あす） 

 

〔全国交通安全運動の基本・重点〕 

１．運動の基本 

子どもと高齢者の交通事故防止 

２．運動の重点 

（１）自転車の安全利用の推進（自転車安全利用五則の周知徹底） 

（２）全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底 

（３）飲酒運転の根絶 

（４）二輪車の交通事故防止（本県の重点） 

 

 

 

 

 

平成２７年度(一社)山梨県自動車整備振興会通常総会、山梨県自動車整備商工組合通常総代会

並びに山梨県自動車整備政治連盟通常総会を開催致しますので、会員並びに総代・代議員の皆様

のご出席をお願い致します。 

また、当日は総会に先がけ、(一社)山梨県自動車整備振興会長表彰等各種表彰式を挙行致しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通常総会・総代会を開催します 

春の全国交通安全運動について 

◇ 日 時  ５月３０日(土)１３：００～ 

◇ 場 所  (一社)山梨県自動車整備振興会 大講堂 
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【自動車検査独立行政法人 関東検査部 山梨事務所よりお知らせ】 

 

 

 

日頃検査業務にご協力して頂きありがとうございます。 

 検査機器の定期点検及び定期校正を行うため、下記の通り検査コースを閉鎖いたします。 

  皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。 

記 

 
 
 

５月１２日（火）    ５月１３日（水） 

午前５コース        ４コース 

午後３コース 

      

５月２０日（水） 

        ２コース  傾斜角測定機 
 

 
 

６月 ８日（月）   ６月 ９日（火） 

午後５コース     午前２コース 

午後３コース 

６月１０日（水） 

午前４コース 
自動車検査独立行政法人 

関東検査部 山梨事務所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定期点検 

校  正 

検査コースの閉鎖について 
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【軽自動車検査協会からのお知らせ】 

 

 

 

平素は当協会の検査業務に対し御理解と御協力有難う御座います。 

当協会の検査機器の校正実施に伴い、下記のとおり検査コースを閉鎖しますのでよろし

くお願いします。 

６月１２日（金）１３：００～１７：００ 

        実施コース 第２コース     
          軽自動車検査協会 山梨事務所長 

 

 

 

 

標記検定が下記により実施されます。 

指定整備工場においては、騒音計有効期間（５年間）の確認を行い、該当する場合は必

ず検定を受けられますようお知らせいたします。 

検定の有効期限を越えてしまいますと、指定整備が行えませんのでご注意下さい。また、

振興会でのお預かりもできませんのでご了承ください。 

 

記 

 

１．日 時  平成２７年５月２８日（木）１０：００～１５：００ 

                        （受付 10:00～14:00） 

２．場 所  (一社)山梨県自動車整備振興会 実習場 

３．実施者  （一財）日本品質保証機構 計量計測センター 

       TEL 03-3416-5562 

４．検定料  １８,３００円 

 

騒音計の裏側の有効期限を必ず確認してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検査コースの閉鎖について 

騒音計の検定について（指定工場の皆様へ） 
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平成２７年度税制改正により、５月１日より一部の自動車につ
いては、「エコカー減税対象」から「エコカー減税対象外」とな
り、自動車重量税額が、減税対象から除外される自動車があ
りますので、ご注意ください。

※ 自動車検査証の備考欄を確認していただき、次のいず
れかに当てはまるものは、エコカー以外の税額となります。

①平成２７年度燃費基準達成車 「○○％」表示未記載のもの

②平成２２年度燃費基準 「２５％」以下のもの

山梨運輸支局からのお知らせ

備考欄の確認を
お願いします。

自動車関係税制について （エコカー減税等）

http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr1_000028.html
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申請者

道路運送車両法第９７条の２第１項に基づき、継続検査、構造等変更検査受検の際、納税証明書等の提示が義務付けられて

いますが、一部の車両を除き、運輸支局において自動車税の納付状況を電子的に確認できるようになりました。

自動車税
納付

検査申請

運輸支局等都道府県税事務所

電子確認の流れ

国土交通省 関東運輸局 山梨運輸支局

車検証
返付

電子確認※

２

１

３

４

スムーズな申請のため、申請車両の納税証明書の持参をお願いします！

自動車税の納付状況については、自動車税センターまでご確認ください。

証明書の提示
省略可能

山梨運輸支局からのお知らせ
平成２７年４月１日から自動車税の納付確認方法が一部変わりました。

以下に該当する際は、納税証明書等の提示 がない場合には

車検証の返付を受けることができませんのでご注意下さい。

※ 電子確認ができない例 納税証明書等が必要になります

（１）小型二輪自動車（市区町村税）

（２）電子確認に対応していない府県の管轄の自動車（以下、平成２７年４月時点）
長野県、富山県、福井県、岐阜県、三重県、大阪府、兵庫県、鳥取県、岡山県、
愛媛県、佐賀県、鹿児島県

（３）年度途中に電子確認に対応していない（２）の府県から対応している都道府県へ管轄
変更した自動車

（４）年度途中に新規登録を行い、当年度中に番号変更をした自動車

（５）職権打刻した車台番号が都道府県の税情報に反映されていない自動車

（６）金融機関等において自動車税を支払って間もない自動車
（支払いを行ってから電子確認に対応するまで最長１５日程度かかる場合があります）

（７）青森県と秋田県へ転入・転出した場合や自動車登録番号を変更した場合の５月３１日
から６月３０日までの特殊な場合

納税
証明書

納税
証明書
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 日整連では標記キャンペーンのスローガンを募集しました。全国から４,８００通の応募があり、

厳選なる審査を行った結果、下記のスローガンが平成２７年度のキャンペーン・スローガンとして

決定しましたのでお知らせいたします。 

 

《スローガン》 

『要チェック 今日の天気と マイカー点検』 
 

 

 

 

 

―６月１日～６月３０日の１ヶ月間は「不正改造車排除強化月間」― 

 

「不正改造車を排除する運動」の実施に関する国土交通省通達をお知らせ致します。平成２７年度

においても、全国的に不正改造車の排除のための諸活動になお一層強力に取り組むよう本運動の趣

旨・実施事項等を踏まえご協力をお願いします。 

なお、本運動のポスターと不正改造車排除マニュアルを会員の皆様に配布いたしますのでご活用

下さい。 

 

【目的】 

我が国の自動車保有台数は、平成26年12月末現在で8,100万台を超えており、自動車が国民生活に

とって欠かすことのできない移動・輸送手段となっている。一方、昨年の交通事故による死者数は

4,113人と14年連続して減少しており、負傷者数も70万人と10年連続で減少しているが、近年、交

通事故死者数の減少幅は縮小傾向にあり、依然として厳しい状況が続いている。 

また、我が国の大気環境については、近年環境基準の達成状況に改善傾向がみられるものの、二酸

化窒素（NO2）及び浮遊粒子状物質（SPM）の環境基準が達成されていない地域が依然として残って

いる状況にある。さらに、自動車交通騒音に係る環境基準達成状況についても、近年、全体として

は緩やかな改善傾向であるものの、幹線道路に近接する空間においては改善すべき余地が依然とし

て大きく、未だ苦情も寄せられている状況にある。 

このような状況の中、暴走行為、過積載等を目的とした不正改造車については、安全を脅かし道路

交通の秩序を乱すとともに、排出ガスによる大気汚染、騒音等の環境悪化の要因となっていること

から、社会的にもその排除が強く求められている。 

また、最近では、部品の取付けや取外しによって保安基準に適合しなくなっても、違法であるとの

認識のないままに改造を行っている使用者も見受けられる。 

このため、「不正改造車を排除する運動」を全国的に展開することにより、不正改造についての認

知度を高め、車両の安全確保・環境保全を図ることにより、国民の安全・安心の確保を確実に実現

する。 

 

平成２７年度マイカー点検キャンペーン・スローガンの決定について 

『不正改造車を排除する運動』について 



 8

 

 

 

【実施期間】 

「不正改造車を排除する運動」は、年間を通じた運動とするが、平成２７年６月１日（月）から 

６月３０日（火）までの１ヶ月間を「不正改造車排除強化月間」（以下「強化月間」という。）と

し、特に重点をおいて運動を実施する。 

 

【実施事項】 

１．重点排除項目 

(１) 視認性、被視認性の低下を招く窓ガラスへの着色フィルム等の貼付 

(２) 前面ガラスへの装飾板の装着 

(３) 灯光の色が不適切な灯火器及び回転灯等の取付け 

(４) タイヤ及びホイール（回転部分）の車体外へのはみ出し 

(５) 騒音の増大を招くマフラーの切断・取外し及び騒音低減機構を容易に取り外せる 

等の基準不適合マフラーの装着 

(６) 土砂等を運搬するダンプ車の荷台さし枠の取付け及びリアバンパ（突入防止装置）の  

切断・取外し 

(７) 基準外のウィング（エア・スポイラ）の取付け 

(８) 不正な二次架装 

(９) 大型貨物自動車の速度抑制装置の取外し、解除又は不正な改造、変更等 

(１０) ディーゼル黒煙を悪化させる燃料噴射ポンプの封印の取外し 

(１１) 不正軽油燃料の使用 

 

２．自動車整備事業者における実施事項 

「不正改造車を排除する運動」のポスターを掲示する 

等により、自動車ユーザーに不正改造防止を周知し、 

不正改造車の排除に努める。 

(１) 適正な整備・改造の推進 

(２) 従業員に対する指導等 

(３) 自主点検の実施 

(４) 不正改造車に関する情報等の提供 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ポスターのデータが届いた

ら掲示 
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【訃 報】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業場 認証 支部 事業場 認証 支部 

有泉自動車工場 788 甲府東 名執モータース 774 南アルプス北

青柳自動車工業所 16 甲府西 （株）杉野ホンダ販売 324 市川 

（株）キリン自動車 411 甲府南 （有）穂坂自動車工業 704 南巨摩南 

（有）塩部モ―タ―ス 189 甲府北 中富自動車整備工場 682 南巨摩北 

青木自動車商会 407 甲府北 山田自動車整備工場 856 南巨摩北 

塩入自動車整備工場 487 甲府北 （株）関東リース興業 12 東八 

東洋モータース 972 甲府北 御坂自動車修理工場 165 東八 

山崎自動車整備工場 157 峡北 小林自動車工業 789 東八 

下井出整備工場 1035 峡北 成沢自動車 1058 東八 

槫林モータース 834 韮崎 三富自動車工業 782 日下部 

矢崎自動車整備工場 968 韮崎 福田オート 447 塩山 

ヤザキオート 1151 韮崎 町田自動車商会 692 塩山 

早川自動車整備工場 418 南アルプス南 羽中田自動車工場 162 岳麓 

（有）堀田自動車工場 669 南アルプス北 岳麓マツダ自動車（株） 292 岳麓 

前沢自動車工業 749 南アルプス北 杉林モータース 786 都留 

（岳麓支部 ８－１３３１） 

渡辺オート 

代表者 渡辺 久正 様 

御尊父 渡辺 国広 様（８６歳） 

４月５日 ご逝去 

（岳麓支部 ８－９２７） 

富士勝自動車整備工場 

代表者 渡辺 芳勝 様 

御令室 渡辺 みどり 様（７４歳）

４月８日 ご逝去 

（岳麓支部 ８－４８２） 

天野自工㈱ 

代表者 天野 祐三 様 

御令室 天野 登美子 様（７０歳）

４月２３日 ご逝去 

車検・点検案内はがき「お楽しみくじ」４月分当選発表 


